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「市民の目フォーラム北海道」会報第 13 号（10 年 7月） 

事務局   市川守弘法律事務所内（札幌市中央区大通

西 11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ 

http://shimin-me.net/ ☎ 050-7524-8995 

e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情報や意見を

交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

   

≪警察改革に関する政策の照会≫ 

 

平成 22年 6月 17日 「市民の目フォーラム北海道」

は、参議院議員選挙に当たり、各政党に警察改革に関

して以下の５項目についてその政策を聞いた。 

１ 警察の地方分権化の促進と組織の合理化   

現場官庁である警察の独自性発揮と、その活動の活

性化を図るため、警察庁による都道府県警察に対す

る過度の介入を是正し、警察の地方分権化を促進し、

あわせて、不必要な組織の合理化を図る必要がある。 

（１）警察庁の所掌事務（警察法（以下、「法」と 

  いう）17条の運用実態の見直し。 

（２）都道府県警察本部長等、警視正以上の警察官の 

任免権を都道府県公安委員会に移管 

（法 49条、50条、55条）。 

（３）地方警務官制度の廃止（法 56条）。 

（４）管区警察局、市警察局、北海道警察方面本部の 

廃止（法 30条、52条、46条等）。 

警察の地方分権化の促進と組織の合理化関する政

策をお聞かせ下さい。 

 

２ 公安委員会制度の改革 

民主的な警察運営を確保するため次の点に関して

警察法を改正し、警察に対するシビリアンコントロ

ールを強化する必要がある。 

（１）公安委員の選任に対する警察の関与を排除し、 

公選制の導入等により、その選任の透明化 

（法 39条）。 

（２）警察から独立した公安委員会事務局を設置。 

（法 13条、44条） 

（３）公安委員会事務局の体制を強化するほか、事務 

局員に警察職員の就任を禁止（新設）。 

（４）公安委員会の監察の指示等の権限を強化するた 

め、警察施設への立入調査権、職員への質問権、 

書類等の閲覧権等を付与。 

（法 12条の 2、43条の 2） 

（５）警察職員の職務執行に対する苦情処理を警察へ 

丸投げすることを禁止し、公安委員会自らが実 

施（法 79条）。 

公安委員会制度の改革に関する政策をお聞かせ下

さい。 

 

３ 情報公開の促進 

警察は、従来から犯罪捜査の秘匿性を強調するあ 

まり、警察行政が閉鎖的になり、本来公開すべき予

算執行等の情報を公開していないと指摘されてい

る。 

現在も、国民の情報開示請求に対して、「行政機関

の保有する情報の公開に関する法律」及び「都道府

県情報公開条例」（以下、「情報公開法等」という）

による「不(非)開示情報」の内容が抽象的であるた

め、相当な理由が必要以上に拡張解釈され、そのほ

とんどが不（非）開示となっている。 
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情報公開法等の不(非)開示情報の内容をより具

体化、明確化し、警察の情報公開を促進する必要が

あるが、警察の情報公開の促進に関する政策をお聞

かせ下さい。 

 

４ 刑事司法制度の改革   

最近、鹿児島県の志布志事件、富山県の氷見事件等

の冤罪事件が続発しているが、いずれも警察捜査にお

いて、いわゆる代用刑事施設（留置場）を利用した自 

白の強要等があったと指摘されている。 

冤罪の根絶を期するため、代用刑事施設制度の廃止、

取調べの全面可視化等刑事司法制度の抜本的な改革

が必要だと考えるが刑事司法制度の改革に関する政

策をお聞かせ下さい。 

 

５「予算の不正経理等の処罰に関する法律」の制定  

これまで、多くの中央官庁、都道府県警察、地方自 

治体等、官公庁による裏金づくり、つまり税金の不

正使用が発覚した。また最近は、県庁や一部の県警

察で「預け」や「差し替え」という方法で民間企業

を巻き込んだ悪質な不正経理が横行している。 

こうした公務員による裏金づくりが繰り返され

る要因の１つに、それが犯罪として刑事責任が追及

されないことが挙げられる。それは裏金づくりが長

年の慣行として組織的に行われ、現行刑法の詐欺、

横領といった犯罪として立件することが難しい点

にある。 

 予算執行機関の公務員による不正経理を処罰す

る「予算の不正経理等の処罰に関する法律」（仮称）

を制定し、税金の不正使用の根絶を図る必要がある

と考えるが、不正経理の根絶に関する政策をお聞か

せ下さい。 

  

熊本県警剣道部員いじめ自殺訴訟 傍聴記 

 異例 現職警察官等１３人が証言台に 

 

平成 16年 5月 24日、熊本県警機動隊の待機宿舎（誠

和寮）で、同県警機動隊の剣道部員の山田真徳君（当

時 22歳）が、「迷惑かけてごめんなさい。僕は死にま

す。先輩たちのせいではありません。・・・・」と書

き残し首つり自殺したのは、熊本県警の警察官らによ

る「いじめ行為」によるものだとして、父親で元熊本

県警「術科・体育指導室」首席師範山田博徳氏と母親

の山田真由美さんが、平成 19年 4月 5日、熊本県（県

警）を相手取って、それぞれ約 3,180 万円を支払うよ

う求めた訴訟（（原告代理人 札幌の市川守弘弁護士）

については、このホームページで 5回にわたって掲載

してきた。これまで、第 7回口頭弁論で 7人、第 8回

口頭弁論で 4 人、第 9 回口頭弁論で 2 人の合計 13 人

の現職警察官等が証言台に立った。一件の訴訟でこれ

だけ多くの現職警察官等が証言するのは異例である。

ちなみに、警察職員以外の証人は原告のほか 3人だけ

である。この訴訟を「市民の目フォーラム北海道」も

支援してきたが、この 3回の証人尋問については、代

表の原田宏二が熊本地裁ですべての証言を傍聴した。

現職警察官等の証言から、改めて、組織防衛を最優先

にする警察、やましき沈黙を守る警察官等の姿がはっ

きりと見えた。

  

支援者に説明する市川弁護士   
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  不適正捜査を指摘したら左遷され、昇任拒否 

 元北海道警察巡査部長が北海道（警察）を提訴 

  

平成 22年 4月 14日、3月 31日に道警を定年退職し

たばかりの元道警手稲警察署留置管理課勤務の巡査

部長石黒繁治氏（60歳）が、妻Ｎの交通事故事件の捜

査をめぐって、管轄警察署の不適正捜査を指摘したと

ころ、左遷されたり、昇任を拒否されたなどにより、

著しい精神的損害を受けたとして、北海道（道警）を

相手取って、2,000 万円を支払うよう求める訴訟を札

幌地裁に起こした（代理人市川守弘弁護士）。また、

併せて、原告は、手稲署留置管理課で勤務していた平

成 21年 6月から平成 22年 3月までの間の未払いの時

間外勤務手当約28万円の支払と同課に勤務していた3

年間、1 回の当直勤務中に保障されている 8 時間の休

憩時間が半分の４時間以下しか与えられなかったた

め、肉体的、精神的に著しい苦痛を受けたとして慰謝

料 500万円の支払いも求めている。 

 6 月 18 日、その第一回口頭弁論が開かれ、「市民の

目フォーラム北海道」のメンバーも傍聴した。被告道

警は原告の請求を棄却するよう求めただけで、具体的

な反論はしなかった。 

次回は 7月 30日午後 1時 15分から札幌地裁で開かれ

る。 

 

                               道警裏金訴訟控訴審 第２回口頭弁論 

                  佐々木氏は、裏金を知らなかったのか 

 

道警元総務部長佐々木友善氏が、北海道新聞社等を

相手取り、ねつ造記事により名誉を毀損されたなどと

して、600 万円の慰謝料の支払いなどを請求した訴訟

の控訴審の第２回口頭弁論が平成 22年 4月 16日午後

2 時から、札幌高等裁判所第３民事部２号法廷で開か

れた。 

 佐々木氏は、準備書面で「裏金報道の相当部分ねつ

造」と主張、高田・佐藤記者も断じて虚偽報道ではな

いと記者の誇りに懸けて猛反論した。 

 今回、佐々木氏が裏金作りを知っていたか否かにつ

いて、被告側から、北海道代表監査委員だった徳永光

孝氏の陳述書（丙第 33 号証）が提出された。同氏は

その中で、「長い間の慣行であり、各幹部もそのみち

を歩んできたことからして、当然、この問題を知って

いると思いました。」と述べている。 

佐々木氏が、道警の裏金システムの存在を知ってい

たかどうかが、裁判で大真面目で争われているのはお

笑いだ。裁判の結果がどうであれ、そんなことは道民

が知っている。佐々木氏の名誉とはいったい何なのか、

それが知りたい。  

第３回口頭弁論は、7 月 1 日午後 2 時から、札幌高裁

で開かれたが、その結果は次号で掲載する。 

 

道警裏金追及の斉藤邦雄さん 「実録 くにおの警察官人生」出版 

近く、「市民の目フォーラム北海道」の事務局スタッ

フの斉藤邦雄さんが出版する。平成 16 年 2 月、原田

宏二代表とともに道警の裏金疑惑を追及したことで

知られる斉藤さんだが、同フォーラムのホームページ

に連載した「くにおの警察日記」を単行本に編集した。

斉藤さんが、警察官人生で経験した警察裏金の実態や

警察官の仕事ぶりについて、涙と笑いを織り交ぜて赤 

 

裸々に語る。そこには正義の仮面をつけない警察の姿

がある。警察ＯＢとして警察再生へ

のエールを送る力作。 

8 月 4 日、1 冊

1,680 円（消費税

込）で全国の主要

書店で発売予定。 
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      ～2 回目～        平成 22.4.1～6.30 

                                     （ ）内は累計 

 相 談 等 の 内 容 相  談  者  区  分 

 手    段 メール 電 話 その他 警察職員ＯＢ 一般市民 計 

警
察
関
係
の
相
談

等 

 

苦   情 1  （1） 2   (3）   3   (4） 3   (4) 

相   談 10  (15） 9  (16) 2   (9) 10  (10) 11   (23) 21  (33） 

要   望    (1）   (1) (1) 

情報提供   1   (1)   2    (2) 3   (3) 

そ の 他 2   (2)    (1) 1   (1) 3    (4) 3   (5) 

  その他の相談 3   (4)    (1)       (1) (1)   (1) 

 合   計 16  (22) 11  (20) 3  (12) 11  (12) 19   (35) 30  (47) 

 

市民の目に寄せられる「相談」の中で意外に多いのは弁護士からの相談である。多くは国賠訴訟の弁

護団からのものだ。捜査の進め方、内部規定、警察の考え方等、警察組織の実態に関する事柄について

の相談だ。電話やメールでの回答が多いが、時には証人として証言台に立ったり、「意見書」等の書面

を提出することもある。 

 警察相手の国賠訴訟では、被告警察は文書の提出を拒んだり、マスキングした文書を提出することが

多い。弁護団は、警察の実態を知らないままに訴訟を進めていることがよくある。そうした意味で警察

ＯＢが持っている警察に関する知識や情報をもっと活用すべきだ。全国に一か所くらい警察ＯＢの知識

を集約した「警察シンクタンク」があってもいいと思う。 

 

相談ＢＯＸ 

市民の目フォーラム北海道」では、警察の仕事に関する苦情や相談をいつでも受け付けて 

います。相談は無料です。秘密は厳守します。電話やメールで気軽に相談して下さい。 

☎  050-7524-8995      e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

 

〔カンパのお願い〕 

「市民の目フォーラム」の活動は、皆さんのカンパで支えられています。 

カンパをいただいた方には「会報」をお送りします。カンパについては、 

払込取扱票をお送りしますので電話又はメールで事務局にお問い合わせください。   

    

 編集後記 少し前、冤罪事件に関するドキュメンタリー番組を見た。足利事件

の菅家さんも登場していた。その中で、獄中の菅家さんの犯人説に疑問に感じ 

文通を続けた元同僚が、インタビューでこう言い放った。「裁判長が現場を見に

行けばおかしいということはすぐにわかったはずです。」百聞は一見に如かず。

現場に行かずして判決を出すのは机上の空論ではないか。    (夢子)                     
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